
令和2年度 厚生労働省
母子保健指導者養成研修
研修１．不妊・不育相談支援研修

令和２年度厚生労働省委託事業

母子保健指導者養成研修

研修１ 不妊・不育相談支援研修

不妊症・不育症に対する支援
～最近の母子保健を取り巻く状況など～

（不妊・不育相談研修資料）
〈令和２年９月２３日～１０月２２日視聴分〉

厚生労働省 子ども家庭局
母子保健課

研修１．不妊・不育相談支援研修

行政説明Ⅰ
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１ 母子保健行政について
２ 予算など最近の動きについて
３ 不妊治療支援について
４ 不育症支援について
５ 広報、調査研究について
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資料：厚生労働省「人口動態統計」（令和元年は概数）、総務省「人口推計」
注１：出生数及び死亡数については、日本における日本人の数
値
注２：総人口については、日本における外国人を含む。
注３：総人口の増減は、自然増減（出生数及び死亡数）のほか

、社会増減（国内外の流入・流出）等を含む。
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昭和41年
ひのえうま
1,360,974人
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1.57（平成元年）
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平成17年
最低の合計
特殊出生率

少子化の進行と人口減少社会の到来

○ 令和元年の出生数は86万5,234人で、過去最少であった。合計特殊出生率は平成17
年に1.26を底として、やや持ち直しの傾向が見られる。

○ 平成17年には死亡数が出生数を上回り、我が国の人口は減少局面に入った。

令和元年
最低の出生数

865,234人
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○ 晩婚化に伴い子どもを産む母の平均年齢は上昇傾向にある。

平均初婚年齢・平均出生時年齢の推移
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資料出所：厚生労働省「人口動態統計」
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1937年 保健所法の制定

1937年 母子保護法、1938年 社会福祉事業法の制定

1938年 厚生省（現、厚生労働省）設置

1940年 国民体力法の制定、1941年 人口政策確立要綱を決定

1942年 妊産婦手帳制度（現、母子健康手帳）の開始

1947年 厚生省に児童局設置、母子衛生課の新設、児童福祉法の制定

1948年 児童福祉法の施行、母子保健対策要綱の策定、予防接種法の制定・施行

1965年 母子保健法制定 （児童福祉法から独立）・施行（1966年）

～ 児童福祉法、予防接種法、母子保健法のもとで、施策の整備・充実 ～
○ 妊婦・乳幼児への健康診査の徹底
○ 妊産婦・乳幼児への保健指導の充実
○ 先天性代謝異常等検査事業の実施・充実
○ 未熟児養育医療の給付、慢性疾患を抱える児童への医療費助成、結核児童の療育医療の

給付
等の公費負担医療の実施・充実

○ 妊婦・乳幼児への予防接種の徹底

（背景） 高い乳児死亡率・妊産婦死亡率、妊婦の流産、早産、死産

我が国の母子保健行政のあゆみ①
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令和2年度 厚生労働省
母子保健指導者養成研修
研修１．不妊・不育相談支援研修

1994年 「エンゼルプラン」の策定
母子保健法の改正（基本的な母子保健サービスは市町村へ※平成９年４月施行）

1999年 「新エンゼルプラン」の策定
2000年 「健やか親子２１」（2001～2010年）の策定
2004年 不妊治療への助成事業の創設

「少子化社会対策大綱」、「子ども・子育て応援プラン」の策定
2009年 「健やか親子２１」の計画期間を４年延⾧し、2014年までとする

※次世代育成支援対策推進法に基づく計画と一体的に推進するため計画期間をそろえた
2012年 子ども・子育て支援法の制定

2015年 「健やか親子２１（第２次）」 （2015～2024年度）の策定
子ども・子育て支援法の施行

2016年 児童福祉法等の一部改正（平成29年4月1日施行）
※児童虐待について発生予防から自立支援まで一連の対策の更なる強化
※母子健康包括支援センターの全国展開

2018年 成育基本法（略称）の成立（令和元年12月1日施行）
2019年 母子保健法の一部改正（産後ケア事業の法制化。令和元年12月6日公布。）

（背景） ○乳児死亡率・妊産婦死亡率などが世界有数の低率国に
○晩婚化・晩産化、育児の孤立化などによる妊産婦・乳幼児を取り巻く環境の変化

我が国の母子保健行政のあゆみ②
（背景） ○乳児死亡率・妊産婦死亡率の改善

○少子化・核家族化の進行・女性の社会進出による子どもを生み育てる環境の変化

（背景） ○児童虐待など子どもや家庭を巡る問題が多様化・複雑化する中、新たな子ども家庭福祉を
構築する

ことが喫緊の課題に
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○健康診査

○保健師等
の訪問事業

（市町村）

乳児家庭全戸訪問
（こんにちは赤ちゃ

ん）

妊娠 出産 乳児

養育支援訪問 （要支援家庭への支援）

妊娠・出
産・子育て

に
関する

相談窓口 保健センター、 地域子育て支援拠点

女性健康支援センター、不妊専門相談センター、保健所、福祉事務所、児童
相談所

市町村

都道府
県等

１
歳
６
ヶ
月
健
診

３
歳
児
健
診

妊
娠
の
届
け
出
・

母
子
健
康
手
帳
の
交
付

新
生
児
訪
問

妊婦訪問

母親学級・両親学級

妊婦健診

※妊婦健診費用については、全市町村において１４回分を公費助成。
また、出産費用については、医療保険から出産育児一時金として原則４２万円を支給。

幼児

妊娠・出産等に係る支援体制の概要

子育て世代包括支援センター

産
婦
健
診

産前・産後サポート事業、産後ケア事業
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１ 母子保健行政について
２ 予算など最近の動きについて
３ 不妊治療支援について
４ 不育症支援について
５ 広報、調査研究について

（令和元年度予算）（令和２年度予算）
27,597百万円 → 28,998百万円令和２年度母子保健対策関係予算の概要

厚生労働省子ども家庭局母子保健課
すべての子どもが健やかに育つ社会の実現を目指し、令和元年12月に施行された成育基本法や、母子保健にかかる様々な取組を推進する国民運

動計画である「健やか親子21」を基盤とし、地域における切れ目のない妊娠・出産等の支援を推進する。

１ 成育基本法を踏まえた母子保健医療対策の推進 23,149百万円 → 23,955百万円
～地域における切れ目のない妊娠・出産支援等の推進～

3,803百万円 → 4,788百万円
妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない支援を提供する子育て世代包括支援センターの全国展開に向け、共同で設置するなどの、地域の実

情に応じた実施方法を支援することなどにより、設置促進を図る。
家庭や地域での孤立感の解消を図るために相談支援を行う「産前・産後サポート事業」を推進するとともに、母子保健法の改正により法的に

位置付けられた「産後ケア事業」の更なる充実を図り、より身近な場で妊産婦等を支えるための総合的な支援体制の構築を進める。
また、「産後ケア事業」については、市町村間での共同実施の支援や施設整備に要する費用を支援する等により、さらなる設置促進を図る。
さらに、育児等の負担が大きく孤立しやすい多胎家庭を支援するため、多胎児の育児経験者家族との交流会の開催や相談支援の実施に加え、

多胎妊婦や多胎家庭のもとへ育児等サポーターを派遣し、産前や産後における日常の育児に関する介助等や、相談支援を行う。
※「子育て世代包括支援センター」（運営費）については、利用者支援事業（内閣府予算に計上）を活用して実施。
※産後ケア事業を行う施設の整備については、次世代育成支援対策施設整備交付金において補助。
※産前・産後サポート事業において、妊産婦に対する母子栄養食品や育児用品等による支援メニューを追加。

（令和元年度） （令和2年度）
・産前・産後サポート事業 477市町村 → 516市町村
※ 多胎ピアサポート支援や育児等サポーターの派遣による支援を創設
・産後ケア事業 961市町村 → 1,134市町村
・子育て世代包括支援センター開設準備事業 200市町村 → 200市町村

（１）子育て世代包括支援センターの全国展開等【一部新規】

253百万円 → 1,553百万円
生涯を通じた女性の健康の保持増進等を図ることを目的とし、「健康教育事業」、「女性健康支援センター事業」、「不妊専門相談センター

事業」、「HTLV-1母子感染対策事業」を実施。
このうち、「健康教育事業」において、学校で児童・生徒向けに性に関する教育等を実施する医師や助産師等に対し、わかりやすい講習方法

や、伝えるべき事項などの研修を行う。
また、予期せぬ妊娠等により、身体的、精神的な悩みや不安を抱えた若年妊婦等が身近な地域で支援を受けられるよう、ＳＮＳを活用した相

談支援や若年妊婦等への支援に積極的なＮＰＯによるアウトリーチや、次の支援につなげるまでの緊急一時的な居場所の確保等を実施する。

（令和元年度） （令和2年度）
・若年妊婦等支援事業【新規】 − → 125か所

（２） 生涯を通じた女性の健康支援事業【一部新規】
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16,376百万円 → 15,134百万円
不妊治療の経済的負担を軽減するため、高額な医療費がかかる不妊治療に要する費用への助成を引き続き行う。
※過去5か年の助成状況を勘案し、来年度予算案において適正化を実施。

（４） 不妊治療への助成

0百万円 → 59百万円
子どもの死因究明（Child Death Review）について、制度化に向け、都道府県等における実施体制を検討するためのモデル事業として、関係

機関による連絡調整、子どもの死因究明にかかるデータ収集及び整理、有識者や他機関による検証並びに検証結果を踏まえた政策提言を行うた
めの費用の支援を試行的に実施する。

（６）子どもの死因究明体制整備モデル事業【新規】

117百万円 → 124百万円
様々な子どもの心の問題に対応するため、都道府県等における拠点病院を中核とし、医療機関や保健福祉機関等と連携した支援体制の構築を

図るための事業を実施するとともに、災害時の子どもの心の支援体制づくりを実施する。

（７） 子どもの心の診療ネットワーク事業

1,268百万円 → 1,826百万円
退院直後の母子に対して心身のケア等を行い、産後も安心して子育てができる支援体制を確保する観点から、産婦健康診査の費用を助成する

ことにより、産後の初期段階における母子に対する支援を強化する。
（令和元年度） （令和2年度）

・産婦健康診査事業 338,180件 → 486,801件

（３） 産婦健康診査事業

49百万円 → 436百万円
聴覚障害の早期発見・早期療育が図られるよう、新生児聴覚検査の実施に係る関係機関による協議会の設置、研修会の実施や普及啓発等のほ

か、新たな取組みとして、新生児聴覚検査結果の情報集約や医療機関・市町村への情報共有・指導等、難聴と診断された子を持つ親等への相談
支援、産科医療機関等の検査状況・精度管理等の実施を支援することにより、都道府県における新生児聴覚検査推進体制を整備する。

（５） 新生児聴覚検査の体制整備事業【一部新規】

32百万円 → 34百万円
平成28年４月に発生した熊本地震及び平成30年７月豪雨、令和元年台風15号並びに台風19号において被災した妊産婦及び乳幼児等の心身の

健康等に関する相談支援体制を確保するため、熊本県、熊本県内市町村をはじめとした被災県及び被災県内市町村に対して補助を行う。

（８）被災した妊産婦・乳幼児の相談等の母子保健支援事業
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身体の発育が未熟のまま生まれた未熟児に対する医療の給付等を行う。また、特に⾧期の療養を必要とする結核児童に対する医療の給付を行
うとともに、必要な学習用品・日用品を支給する。

２ 未熟児養育医療等 3,636百万円 → 3,643百万円

生涯にわたる健康の礎をなす妊娠期、小児期の心身の健康課題や、近年の社会及び家庭環境の変化等により多様化している課題等の解決に向
け、病態の解明や予防及び治療のための研究開発を行うとともに、保健・医療・福祉分野に関する政策提言型の基盤的研究を実施することによ
り、母子保健対策の充実を図る。

３ 研究事業の充実（成育疾患克服等総合研究事業及び健やか次世代育成総合研究事業） 729百万円 → 765百万
円

母子保健にかかる様々な取組を推進する国民運動計画である「健やか親子２１」について、国民運動としてより効果的な取組を進めるための
普及啓発を実施する。また、第２次計画（平成27年度から令和６年度）の中間評価を実施し、取組の推進に向けた計画の見直し等を行う。

４ 健やか親子２１（第２次）の推進 20百万円 → 20百万円

上記施策の他、母子保健に携わる指導的立場にある者に対する研修などを実施する。

６ その他 63百万円 → 91百万円

旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者からの請求を受付、調査し、厚生労働大臣に提出するほか、一時金の支給手続き等に係る周知及
び相談支援を行う。

５ 旧優生保護一時金の支給等 0百万円 → 524百万円
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令和2年度 厚生労働省
母子保健指導者養成研修
研修１．不妊・不育相談支援研修

保健所 児童相談所 子育て支援機関

医療機関（産科医、小児科医等）

①妊産婦等の支援に必要な実情の把握 ②妊娠・出産・育児に関する相談に応じ、必要な情報提供・助言・保健指導

③支援プランの策定 ④保健医療又は福祉の関係機関との連絡調整

※医師、歯科医師、栄養士・管理栄養士、歯科衛生士、理学療法士、心理職などの専門職の配置・連携も想定される。

妊産婦等を支える地域の包括支援体制の構築

妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない支援

障害児支援機関

妊娠前 妊娠期 出産 産後 育児

妊婦健診

乳児家庭全戸訪問事
業

子育て支援策
・保育所・認定こども園等
・地域子育て支援拠点事業
・里親 ・乳児院
・養子縁組
・その他子育て支援策

両親学級等

妊娠に関する
普及啓発

不妊相談

乳幼児健診

予防接種

産前・産後サポート事業 産後ケア事業

近隣住民やボランティアなどによるインフォーマルなサービス近隣住民やボランティアなどによるインフォーマルなサービス

養育支援訪問事業

民間機関・関係団体

ソーシャル
ワーカー看護師助産師保健師

産婦健診

サ
ー
ビ
ス
（
現
業
部
門
）

マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
（
必
須
）

母子保健

子育て支援

子育て世代包括支援センターの全国展開
○ 妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない支援を提供できることを目的とするもの

○ 保健師等を配置して、妊産婦等からの相談に応じ、健診等の「母子保健サービス」 と地域子育て支援拠点等の 「子育て
支援サービス」 を一体的に提供できるよう、必要な情報提供や関係機関との調整、支援プランの策定などを行う機関

〇 母子保健法を改正し、子育て世代包括支援センターを法定化（2017年４月１日施行）（法律上は「母子健康包括支援センター」）
➢ 実施市町村数 ： ９８３市区町村（１，７１７か所）2019年４月１日現在 ➢２０２０年度末までに全国展開を目指す。

※各市区町村が実情に応じて必要な箇所数や管轄区域を判断して設置。

産後ケアセンター

市町村保健センター
子育て世代包括支援センター子育て世代包括支援センター
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○現在、予算事業として実施している市町村事業の「産後ケア事業」について、母子保健法上に位置づける。

○各市町村について、「産後ケア事業」の実施の努力義務を規定する。

○産後ケアを必要とする出産後１年を経過しない女子、
乳児

母子保健法の一部を改正する法律（産後ケア事業の法制化）について

○産後ケアを必要とする出産後１年を経過しない女子及び乳児に対して、心身のケアや育児のサポート等（産後ケア）
を行い、産後も安心して子育てができる支援体制を確保するもの。

対象者

○実施主体：市町村
※事業の全部又は一部の委託可

○内容：心身の状態に応じた保健指導
療養に伴う世話
育児に関する指導若しくは相談その他の援助

○実施類型：①短期入所型
②通所型（デイサービス型）
③居宅訪問型（アウトリーチ型）

○実施施設：病院、診療所、助産所その他厚生労働省
令で定める施設

○実施基準：厚生労働省令で定める基準
（人員、設備、運営等に係る基準）

法案概要

産後ケア事業とは

事業内容等

他の機関・事業との産前からの連携

施行日

○２年を超えない範囲内で政令で定める日

○市町村は、妊娠期から出産後に至る支援を切れ目なく
行う観点から、
・母子健康包括支援センターその他の関係機関と
必要な連絡調整

・母子保健法に基づく母子保健に関する他の事業、
児童福祉法その他の法令に基づく母性及び乳児の
保健及び福祉に関する事業との連携

を図ることにより、妊産婦及び乳児に対する支援の
一体的な実施その他の措置を講ずるよう努めなければ
ならない。

公布日 ：令和元年12月6日
法律番号：令和元年法律第69号
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産後ケア事業

○事業内容
退院直後の母子に対して心身のケアや育児のサポート等きめ細かい支援を実施する。（利用期間は原則７日以内）

原則として①及び②を実施、必要に応じて③から⑤を実施。
①褥婦及び新生児に対する保健指導及び授乳指導（乳房マッサージを含む）
②褥婦に対する療養上の世話 ④褥婦及び産婦に対する心理的ケアやカウンセリング
③産婦及び乳児に対する保健指導 ⑤育児に関する指導や育児サポート等

○実施方法・実施場所等
(1)「宿泊型」 ・・・ 病院、助産所等の空きベッドの活用等により、宿泊による休養の機会の提供等を実施。
(2)「デイサービス型」 ・・・ 個別・集団で支援を行える施設において、日中、来所した利用者に対し実施。
(3)「アウトリーチ型」 ・・・ 実施担当者が利用者の自宅に赴き実施。

○実施担当者 事業内容に応じて助産師、保健師又は看護師等の担当者を配置。
（宿泊型を行う場合には、２４時間体制で１名以上の助産師、保健師又は看護師の配置が条件）

○補助率等 （補助率： 1/2） （ R2基準額 ： 人口１０～30万人未満の市の場合 月額2,023,300円）

（利用料については、市町村が利用者の所得等に応じて徴収）
（平成２６年度は、妊娠・出産包括支援モデル事業の一部として事業開始。平成３０年度は６６７市町村において実施）

○家族等から十分な家事及び育児など援助が受けられない褥婦及び産婦並びにその新生児及び乳児であって、次の(1)又
は(2)に該当する者 (1)産後に心身の不調又は育児不安等がある者 (2) その他特に支援が必要と認められる者

対象者

事業の概要

○市区町村 （本事業の趣旨を理解し、適切な実施ができる団体等に事業の全部又は一部の委託が可能）

実施主体等

○退院直後の母子に対して心身のケアや育児のサポート等を行い、産後も安心して子育てができる支援体制を確保する。

事業目的

※産後ケア事業を行う施設の整備については、次世代育成支援対策施設整備交付金において補助

（令和元年度予算） （令和２年度予算）
２，５５１百万円 → ２，７０８百万円
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○妊産婦等が抱える妊娠・出産や子育てに関する悩み等について、助産師等の専門家又は子育て経験者やシニア世代等の
相談しやすい「話し相手」等による相談支援を行い、家庭や地域での妊産婦等の孤立感を解消を図ることを目的とする。

○事業の内容
①利用者の悩み相談対応やサポート
②産前・産後の心身の不調に関する相談支援
③妊産婦等をサポートする者の募集
④子育て経験者やシニア世代の者等に対して産前・産後サポートに必要な知識を付与する講習会の開催
⑤母子保健関係機関、関係事業との連絡調整
⑥多胎妊産婦への支援（多胎ピアサポート、多胎妊産婦サポーター等による支援
⑦妊産婦等への育児用品等による支援

○実施方法・実施場所等
①「アウトリーチ（パートナー）型」・・・実施担当者が利用者の自宅に赴く等により、個別に相談に対応
②「デイサービス（参加）型」・・・・・・・公共施設等を活用し、集団形式により、同じ悩み等を有する利用者からの相談に対応

○実施担当者 (1)助産師、保健師又は看護師
(2)子育て経験者、シニア世代の者等

（事業内容②の産前・産後の心身の不調に関する相談支援は、(1)に掲げる専門職を担当者とすることが望ましい）

○補助率等 （補助率：1/2） （ R2基準額： 人口10～30万人未満の市の場合 月額981,700円等）

（平成２６年度より、妊娠・出産包括支援モデル事業の一部として事業開始。平成３０年度は４０３市町村において実施）

○身近に相談できる者がいないなど、支援を受けることが適当と判断される妊産婦及びその家族。

対象者

事業目的等

事業の概要

○市区町村 （本事業の趣旨を理解し、適切な実施が期待できる団体等に事業の全部又は一部を委託することができる）

実施主体

産前・産後サポート事業 （令和元年度予算） （令和２年度予算）
７７７百万円 → １，７０４百万円
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■対象：多胎妊婦、多胎家庭
■実施主体：市区町村 ■補助率：国1/2、市区町村1/2
■事業内容

①多胎ピアサポート事業 ： 補助単価：月額189,000円
孤立しやすい多胎妊婦及び多胎家庭を支援するため、同じような多胎児の育児経験者家族との交流会の

開催や、多胎育児経験者による相談支援事業を実施。
②多胎妊産婦サポーター等事業 ： 補助単価（案）：月額408,800円

○多胎妊婦や多胎家庭のもとへ、育児等サポーターを派遣し、産前や産後において、外出の補助や日常の
育児に関する介助等を行う。併せて、日常生活における不安や孤立感などに対応した相談支援を実施する。

○多胎妊婦等へ派遣される育児サポーターに向け、多胎に関する研修も併せて実施する。

＜多胎ピアサポート事業＞
○多胎児の育児経験者家族との交流会等や、多胎育児

経験者による相談支援事業を実施。
○相談支援事業では、多胎妊婦が入院する病院への訪

問や多胎妊産婦の家庭へのアウトリーチを実施。

＜多胎妊産婦サポーター等事業＞
○多胎妊婦や多胎家庭のもとへ育児サポーターを派遣

し、外出時の補助や、日常の育児に関する介助を行
う。

○多胎妊産婦へ派遣される育児サポーターに向け、
多胎に関する研修も併せて実施。

多胎児の育児経験者による
訪問相談の実施

交流会の実施 日常生活の
サポートの実施

外出時の補助
サポーター向けの

研修会の実施

訪問

訪問

多胎妊産婦への支援について

○孤立しやすく、産前・産後で育児等の負担が多い多胎妊産婦を支援するため、産前・産後サポー
ト事業に支援のためのメニューを創設し、多胎妊産婦への負担感や孤立感の軽減を図る。
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○予期せぬ妊娠などにより、身体的、精神的な悩みや不安を抱えた若年妊婦等
が、身近な地域で必要な支援を受けられるよう、SNS等を活用した相談支援等を行う。

○若年妊婦等への支援に積極的で、機動力のあるNPOに、アウトリーチや若年妊婦等支援の業務の一部及び全てを委託
す

るなどにより、様々な地域の実情に応じた若年妊婦等への支援を行う。
◆実施主体：都道府県・指定都市・中核市 ◆補助率：国1/2、都道府県・指定都市・中核市1/2

【地域における継続的な支援】
○福祉事務所、児童相談所、婦人相談所、子育て世代

包括支援センター、要保護児童対策地域協議会等と
調整し、地域における継続的な支援へつなげる。

地域における継続的な支援
【⾧期間の居場所の確保】

○⾧期的にケアが必要な若年妊婦等に対し
て、出産・子育てが安定して行える環境
が整うまでの居場所の確保を支援する。

母子生活支援施設等＜事業イメージ＞

○コーディネーターの配置：居場所の確保や地域の
関係機関との調整

○相談しやすい体制の整備：アウトリーチやSNS等
による相談支援

○特定妊婦等に対する産科受診等支援
○次の支援につなげるまでの緊急一時的な居場所の

確保
○継続的な相談支援

○保健師等による、より専門的な相談（電話相談・窓口相談等）

※アウトリーチやSNS等を活用した相談支援など、機動力を活かした相談
支援についてNPOに委託して実施。

都道府県・指定都市・中核市

女性健康支援
センター

アウトリーチ
＆キャッチ

悩みを抱える若年妊婦等

産科同行支援

緊急一時的
な居場所

子育て世代包括
支援センター

連携・バックアップ

相談

連携・紹介

○地域のNPOと連携し、悩みを抱える若年妊婦等
を、継続的かつ専門的な支援へと繋げる。

地域のNPO新

連携・紹介

若年妊婦等支援事業【新規】～不安を抱えた若年妊婦等への支援～ （令和元年予算） （令和２年度予算）
０百万円 → １，２０３百万円

◆補助単価
・相談等：月額357,500円
・夜間・休日対応：月額53,000円
・特定妊婦産科同行等支援費：月額307,100円 など

※本事業の取組を女性健康支援センターが行
う場合は「女性健康支援センター事業」に
より補助 (運営費 月額168,500円など)
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令和2年度 厚生労働省
母子保健指導者養成研修
研修１．不妊・不育相談支援研修

○ 子どもの死因究明（Child Death Review（以下「CDR」という。））
は、子どもが死亡した時に、複数の機関や専門家（医療機関、警察、消防、行政関係者等）が、子どもの既
往歴や家族背景、死に至る直接の経緯等に関する様々な情報を基に死因調査を行うことにより、効果的な予
防対策を導き出し予防可能な子どもの死亡を減らすことを目的とするもの。

○ 今般、成育基本法や、死因究明等推進法の成立を踏まえ、一部の都道府県において、実施体制の整備をモ
デル事業として試行的に実施し、その結果を国へフィードバックすることで、２年後のCDRの制度化に向けた
検討材料とする。

＜事業イメージ＞

■実施主体：都道府県（全国で５箇所程度を想定）※中核を担う医療関係団体等（医師会、医療機関への委託も可）
■補助単価（案）：11,883千円 ■補助率：国10/10
■事業内容

○CDR関係機関連絡調整会議：医療機関、行政機関、警察等と子どもの死亡に関する調査依頼や、これに対する報告などの連携
を行うため、関係機関による調整会議を実施し、データの収集等を円滑に行う環境を整える。

○CDRデータ収集・整理等：子どもの死亡に関する情報（医学的死因、社会的原因）を関係機関から収集し、標準化したフォー
マット（死亡調査票：厚労科研事業で作成中）に記録。

○多機関検証委員会（政策提言委員会）：死因を多角的に検証するため、医療機関、行政機関、警察等の様々な専門職や有識
者を集めて検証委員会を開催し、検証結果を標準化したフォーマット（死亡検証結果表）に記録する。さらに、都道府県
に対し、検証結果をもとに今後の対応策などをまとめた提言を行う。

②CDRデータ収集・整理
等

①CDR関係機
関

連絡調整会議

③多機関検証委員会
（政策提言委員会）

④都道府県へ
提言

【事業の流れ】
① CDR関係機関連絡調整会議により、

関係機関からのデータ収集の環境を整
える。

② 関係機関より収集したデータの整理
等を行う。

③ 整理されたデータに基づき様々な機
関を招集し、検証委員会を開催。

④ その後、まとめられた検証結果をも
とに、検証委員会から都道府県に対し、
今後の対応策などをまとめた提言を
行う。

子どもの死因究明（Child Death Review）体制整備モデル事業【新規】 （令和元年度予算） （令和２年度予算）
０百万円 → ５９百万円
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新型コロナウイルス流行下における妊産婦総合対策事業

○ 新型コロナウイルス感染症の流行が続く中で、妊産婦は日常生活等が制約され、自身のみならず胎児・新生
児の健康等について、強い不安を抱えて生活をしている状況にある。

○ とりわけ、感染が確認された妊産婦は、出産後も一定期間の母子分離を強いられることなど、メンタルヘル
ス上の影響が懸念される。また、予定していた里帰り出産が困難となり、家族等による支援を得られず孤独の
中で産褥期を過ごすことに不安を抱える妊婦も存在。

○ このため、以下の事業に対する補助を行うことにより、新型コロナウイルス感染症の流行下における妊産婦
への寄り添った支援を総合的に実施する。

【事業内容】
①ウイルスに感染した妊産婦への支援

【実施主体：都道府県等 負担割合：国10/10】
新型コロナウイルスに感染した妊産婦等に対し、

退院後、助産師、保健師等が、電話や訪問などで寄
り添った支援を実施

②不安を抱える妊婦への分娩前の検査
【実施主体：都道府県等 負担割合：国10/10】

不安を抱える妊婦に対する分娩前の新型コロナウ
イルス検査の費用を補助

③オンラインによる保健指導等
【実施主体:市町村 負担割合:国1/2、市区町村1/2】

オンラインによる保健指導等を実施するための設備
及び職員の費用を補助

④育児等支援サービスの提供
【実施主体:市町村 負担割合:国1/2、市区町村1/2】

里帰り出産が困難な妊産婦に、育児等支援サービス
を提供する

医療機関へ
入院等

(3)情報提供

入院等

不安を抱える
分娩前の妊婦等

(1)情報提供

(2)助産師、保健師
等による訪問、
電話相談

地方自治体

自宅で生活

オンラインによる
保健指導等

退院等

育児等支援サービスの提供

必要に応じて･･･

対面式の母子保健事業
オンライン化

①

③

②

④

検査等の受検の
補助

医療機関等

PCR検査等で陽性

（感染）と判明

令和２年度第二次補正
予算:163億円
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乳幼児健康診査個別実施支援事業

○ 健診内容
① 身体発育状況
② 栄養状態
③ 脊柱及び胸郭の疾病及び異常の有無
④ 皮膚の疾病の有無
⑤ 歯及び口腔の疾病及び異常の有無
⑥ 四肢運動障害の有無
⑦ 精神発達の状況
⑧ 言語障害の有無
⑨ 予防接種の実施状況
⑩ 育児上問題となる事項
⑪ その他の疾病及び異常の有無

○ 健診内容
① 身体発育状況
② 栄養状態
③ 脊柱及び胸郭の疾病及び異常の有無
④ 皮膚の疾病の有無
⑤ 眼の疾病及び異常の有無
⑥ 耳、鼻及び咽頭の疾病及び異常の有無
⑦ 歯及び口腔の疾病及び異常の有無
⑧ 四肢運動障害の有無
⑨ 精神発達の状況
⑩ 言語障害の有無
⑪ 予防接種の実施状況
⑫ 育児上問題となる事項
⑬ その他の疾病及び異常の有無

１歳６か月児健診 ３歳児健診

※左記法定健診の他、ほぼ全て
の自治体が実施している
３～４か月児健診も対象とする。

○ 新型コロナウイルスの感染拡大の状況を踏まえ、密閉空間・密集場所・密接場面を
避けるために、乳幼児健康診査を集団健診から医療機関における個別健診へ切り替えた
場合に生じる市区町村の負担を軽減する。

■実施主体 ：市区町村
■補助率 ：国１／２、市区町村 １／２

■補助単価 ：医科5,930円／１人、歯科3,510円／１人

事業内容

令和２年度第二次補正
予算:14億円
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Ⅱ－３（１）妊娠前からの支援
（不妊治療等への支援）
○不妊専門相談センターの整備
• 男女を問わず、不妊治療や不育症治療に関する情報提供や相談体制を強化するため、不妊や不

育症に関する医学的な相談や心の悩みの相談等を行う不妊専門相談センターの整備を図る。
○不妊治療に係る経済的負担の軽減等
• 不妊治療の経済的負担の軽減を図るため、高額の医療費がかかる不妊治療（体外受精、顕微授

精）に要する費用に対する助成を行うとともに、適応症と効果が明らかな治療には広く医療保
険の適用を検討し、支援を拡充する。そのため、まずは2020年度に調査研究等を通じて不妊
治療に関する実態把握を行うとともに、効果的な治療に対する医療保険の適用の在り方を含め、
不妊治療の経済的負担の軽減を図る方策等についての検討のための調査研究を行う。あわせて、
不妊治療における安全管理のための体制の確保が図られるようにする。

• 不妊治療の治療水準の向上につなげるため、不妊症の治療方法等に関する研究開発に取り組む。
また、年齢が高くなると妊娠・出産に至る可能性が低くなること、不妊の原因は男女どちらに
もあり得ること、不妊治療を行っても子供を授かることができない場合があること等を適切に
情報提供する。

○不妊治療と仕事の両立のための職場環境の整備
• 不妊治療について職場での理解を深めるとともに、仕事と不妊治療の両立に資する制度等の導

入に取り組む事業主を支援し、仕事と不妊治療が両立できる職場環境整備を推進する。
• 国家公務員についても、人事院とも連携し、引き続き民間の状況を注視しつつ、不妊治療を受

けやすい職場環境の醸成等を図っていく。

少子化社会対策大綱における不妊治療等への支援についての記載
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成育基本法（略称）について

「成育過程にある者及びその保護者並びに妊産婦に対し必要な成育医療等を切れ目なく提供するための施策の総合的
な推進に関する法律」（平成30年法律第104号）

次代の社会を担う成育過程にある者の個人としての尊厳が重んぜられ、その心身の健やかな成育が確保されること
が重要な課題となっていること等に鑑み、児童の権利に関する条約の精神にのっとり、成育医療等の提供に関する施
策に関し、基本理念を定め、国、地方公共団体、保護者及び医療関係者等の責務等を明らかにし、並びに成育医療等
基本方針の策定について定めるとともに、成育医療等の提供に関する施策の基本となる事項を定めることにより、成
育過程にある者及びその保護者並びに妊産婦に対し必要な成育医療等を切れ目なく提供するための施策を総合的に推
進する。

名称

○ 定義
○ 基本理念
○ 国、地方公共団体、保護者、医療関係者等の責務
○ 関係者相互の連携及び協力
○ 法制上の措置等
○ 施策の実施の状況の公表
○ 成育医療等基本方針の策定（閣議決定・公表・最低６年ごとの見直し）と評価
○ 基本的施策:

成育過程にある者・妊産婦に対する医療／成育過程にある者等に対する保健／教育及び普及啓発／記録の収集
等に関する体制の整備等／調査研究

○ 成育医療等協議会の設置

主な内容

法律の目的

公布から一年以内の政令で定める日
施行日

公布日:平成30年12月14日
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住 民 （ 親 子 ）
ＮＰＯ

連携と協働

モニタリングの構築

企業
医療機関 研究機関

学校

地方公共団体

○ 関係者が一体となって推進する母子保健の国民運動計画
○ 21世紀の母子保健の取組の方向性と目標や指標を示したもの
○ 第１次計画（2001年～2014年）・第２次計画（2015年度～2024年度）

「健やか親子２１」とは

【基盤課題Ａ】
切れ目ない妊産
婦・乳幼児への

保健対策

【基盤課題Ｂ】
学童期・思春期か

ら
成人期に向けた

保健対策

【基盤課題Ｃ】
子どもの健やかな
成⾧を見守り育む

地域づくり

【重点課題①】

育てにくさを感じ
る

親に寄り添う支援

【重点課題②】

妊娠期からの
児童虐待防止対策

「すべての子どもが健やかに育つ社会」の実現

健やか親子２１推進協議会

国（厚生労働省、文部科学省等） 23



令和2年度 厚生労働省
母子保健指導者養成研修
研修１．不妊・不育相談支援研修
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１ 母子保健行政について
２ 予算など最近の動きについて
３ 不妊治療支援について
４ 不育症支援について
５ 広報、調査研究について

＜女性不妊に対する治療＞
①タイミング指導、黄体補充療法など
②無排卵や多嚢胞性卵巣など排卵障害

に対する薬物療法（内服、注射）
③子宮・卵管等に原因が考えられる

場合に行う子宮鏡、腹腔鏡による
精査・加療

④卵管通過障害に対する通気・通水法
⑤卵管形成術

＜男性不妊に対する治療＞
①薬物療法（漢方等）
②手術療法（精索静脈瘤に対する結紮

術や閉塞性無精子症に対する精路再
建術等）

不妊治療について
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Ⅰ 保険適用されている不妊治療 Ⅱ 保険適用されていない不妊治療

＜人工授精＞
○配偶者間人工授精（AIH）

精液を注入器を用いて直接子宮腔に注入するもの。
※一部の施設で非配偶者間人工授精（AID）も行われている

＜生殖補助医療 （ART）＞ ※特定治療支援事業の対象
○体外受精（IVF）・胚移植

本来生体内で行われる精子と卵子の受精を体外で行い、
受精卵（胚）を子宮内に移植するもの。

○顕微授精（ICSI）・胚移植
体外受精のうち、卵細胞質内に精子を注入するもの。

＜男性に対する治療＞ ※特定治療支援事業の対象
○顕微鏡下精巣内精子回収法（MD-TESE）

手術用顕微鏡を用いて精巣内より精子を回収する方法。 等
＜その他の治療＞
○第3者の精子を用いた体外受精・顕微授精
○第3者の卵子を用いた体外受精・顕微授精
○代理懐胎
○第3者から由来する胚を用いた胚移植
○未受精卵子の凍結（医学的・社会学的）
○子宮移植後の分娩例が報告された（Lancet,  2014 Oct(6))

平成27年2月作成（母子保健課）

国費で助成（不妊に悩む方への特定治療支援事業の対象）

検査

原因の治療

人工授精（AIH）

精子提供による
人工授精（AID）

夫婦間で行われる
人工授精など

精液を注入器で直接子宮に注入し、妊娠を図る。主に、夫側の精液の異常、
性交障害等の場合に用いられる。比較的、安価。

①男性不妊、②女性不妊、③原因が分からない機能性不妊に大別される。
診察所見、精子の所見、画像検査や血液検査等を用いて診断する。

卵子・胚提供

代理懐胎

倫理的にどこまで行ってもいいのか、対象者、親子関係、子どもの出自を知る権利、
近親婚の防止、対価の授受などの特有の課題

（H15厚労省の部会、H20日本学術会議で検討→法制化には至っていない）

保
険
適
用

男性不妊の治療

女性不妊の治療

不妊治療の流れ（概略図）

精管閉塞、先天性の形態異常、逆行性射精、造精機能障害など。
手術療法や薬物療法が行われる。（一部を除き保険適用）

子宮奇形や、感染症による卵管の癒着、子宮内膜症による癒着、
ホルモンの異常による排卵障害や無月経など。手術療法や薬物療法が行われ
る。

機能性不妊や治療が奏功しないも
の

※一部、原因が分からない機能性不妊に行われる場合あり

※学会は精子提供による人工授精は容認、卵子提供はルールを示していない。胚提供・代理懐胎は禁止。

特
定
不
妊
治
療

顕微授精

体外で受精させ、妊娠を図る。採卵を伴うため、女性側の身体的負担が重い。主に、人工
授精後や女性不妊の場合に用いられる。

体外受精のうち、人工的に（卵子に注射針等で精子を注入するなど）受精させるもの。

顕微鏡下精巣内精子回収法（MD-TESE）。手術用顕微鏡を用いて精巣内より精子を回収
する。

体外受精

男性に対する治
療
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男性不妊

人工授精

体外受精

顕微授精

精管形成術

不妊治療の流れ（概略図）
特定不妊治療 保険適用となっている領域

一般的な不妊検査

機能性不妊女性不妊

腹腔鏡検査

開腹・腹腔鏡下手術

薬物療法 腹腔鏡検査

卵管形成術

子宮卵管造影
通気・通水

体外受精

排卵誘発剤
などの

薬物療法

卵管不妊 排卵障害

人工授精 体外受精体外受精人工授精

子宮内膜症
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体外受精・顕微授精の実施数・出生児数について

治療延べ件数（人） 出生児数(人) 累積出生児数
（人）

１回の治療から
出生に至る確率

（％）
新鮮胚（卵）を用いた治

療 ２４９，２２５ ８，５５７ ２４５，８１１ ３．４３

体外受精を用いた治
療 ９１，５１６ ３，７３１ １３３，１９１ ４．０８

顕微授精を用いた治
療 １５７，７０９ ４，８２６ １１２，６２０ ３．０６

凍結胚（卵）を用いた治
療 １９８，９８５ ４８，０６０ ３４７，５４３ ２４．１５

合 計 ４４８，２１０ ５６，６１７ ５９３，３５４ １２．６３

１．体外受精・顕微授精の実施数（平成29年）

資料）日本産科婦人科学会が集計した平成29年実績
（注：１回の治療から出生に至る確率=「出生児数」／「治療のべ件数」（％）２．体外受精・顕微授精による出生児数の推移

年 体外受精・顕微授精出生児数（人） 総出生児数（人） 割合（％）

２００７年（H１９） １９，５９５ １，０８９，８１８ １．８０
２００８年（H２０） ２１，７０４ １，０９１，１５６ １．９９
２００９年（H２１） ２６，６８０ １，０７０，０３５ ２．４９
２０１０年（H２２） ２８，９４５ １，０７１，３０４ ２．７０
２０１１年（H２３） ３２，４２６ １，０５０，８０６ ３．０９
２０１２年（H２４） ３７，９５３ １，０３７，２３１ ３．６６

２０１３年（H２５） ４２，５５４ １，０２９，８１６ ４．１３
２０１４年（H２６） ４７，３２２ １，００３，５３９ ４．７１
２０１５年（H２７） ５１，００１ １，００５，６７７ ５．０７
２０１６年（H２８） ５４，１１０ ９７６，９７８ ５．５４
２０１７年（H２９） ５６，６１７ ９４６，０６５ ５．９８

（注：体外受精・顕微授精出生児数は、新鮮胚（卵）を用いた治療数と凍結胚（卵）を用いた治療数の合計（日本産科婦人科学会
の集計による）。総出生児数は、人口動態統計による。
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不妊に悩む方への特定治療支援事業について

○ 要旨 不妊治療の経済的負担の軽減を図るため、高額な医療費がかかる配偶者間の不妊治療に要する費用の一部を助成
○ 対象治療法 体外受精及び顕微授精（以下「特定不妊治療」という。）

○ 対象者 特定不妊治療以外の治療法によっては妊娠の見込みがないか、又は極めて少ないと医師に診断された法律上の婚姻
をしている夫婦（治療期間の初日における妻の年齢が４３歳未満である夫婦）

○ 給付の内容 ①１回１５万円（初回の治療に限り３０万円まで助成）
※凍結胚移植（採卵を伴わないもの）及び採卵したが卵が得られない等のため中止したものついては、１回７.５万円

通算回数は、初めて助成を受けた際の治療期間初日における妻の年齢が、４０歳未満であるときは通算６回まで、
４０歳以上４３歳未満であるときは通算３回まで助成

②男性不妊治療を行った場合は１５万円（初回の治療に限り３０万円まで助成）
※精子を精巣又は精巣上体から採取するための手術

○ 所得制限 ７３０万円（夫婦合算の所得ベース）

○ 指定医療機関 事業実施主体において医療機関を指定
○ 実施主体 都道府県、指定都市、中核市
○ 補助率 １／２（負担割合：国１／２、都道府県・指定都市・中核市１／２）

平成１６年度 １７，６５７件
平成１７年度 ２５，９８７件
平成１８年度 ３１，０４８件
平成１９年度 ６０，５３６件
平成２０年度 ７２，０２９件
平成２１年度 ８４，３９５件
平成２２年度 ９６，４５８件
平成２３年度 １１２，６４２件
平成２４年度 １３４，９４３件
平成２５年度 １４８，６５９件
平成２６年度 １５２，３２０件
平成２７年度 １６０，７３３件
平成２８年度 １４１，８９０件
平成２９年度 １３９，７５２件

１．事業の概要

３．支給実績

（令和元年度予算） （令和２年度予算）
１６，３７６百万円 → １５，１３４百万円

平成１６年度創設 １年度あたり給付額10万円、通算助成期間２年間として制度開始
平成１８年度 通算助成期間を２年間→５年間に延長
平成１９年度 給付額を１年度あたり１回10万円・２回に拡充、所得制限を650万円→730万円

に引き上げ
平成２１年度補正 給付額１回10万円→15万円に拡充
平成２３年度 １年度目を年２回→３回に拡充、通算10回まで助成
平成２５年度 凍結胚移植(採卵を伴わないもの)等の給付額を見直し（15万円→7.5万円）
平成２５年度補正 安心こども基金により実施
平成２６年度 妻の年齢が40歳未満の新規助成対象者の場合は、通算６回まで助成

（年間助成回数・通算助成期間の制限廃止）※平成25年度の有識者検討会の報告書
における医学的知見等を踏まえた見直し（完全施行は平成28年度）

平成２７年度 安心こども基金による実施を廃止し、当初予算に計上
平成２７年度補正 初回治療の助成額を15万→30万円に拡充

男性不妊治療を行った場合、15万円を助成
平成２８年度 妻の年齢が43歳以上の場合、助成対象外。妻の年齢が40歳未満の場合は通算６回ま

で、40歳以上43歳未満の場合は通算３回まで助成（年間助成回数・通算助成期間の
制限廃止）

令和元年度 男性不妊治療にかかる初回の助成額を15万→30万円に拡充

２．沿 革
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令和2年度 厚生労働省
母子保健指導者養成研修
研修１．不妊・不育相談支援研修

○新型コロナウイルス感染防止の観点から一定期間治療を延期した場合、時限的に、
年齢要件を緩和。

①対象者 治療期間初日の妻の年齢 「43歳未満」→ 「44歳未満」

②通算回数
初回助成時の治療期間初日の妻の年齢が40歳未満:６回（40歳以上:通算３回）

↓
初回助成時の治療期間初日の妻の年齢が41歳未満:６回

２．対応

○ 新型コロナウイルスの感染者が増加する中で、令和２年４月７日付けで、
・新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言の発出
・日本産科婦人科学会・日本産婦人科医会・日本産婦人科感染症学会の三学会の見解（※）発表
※「（不妊治療について）基本的に延期できるものは延期するとする日本生殖医学会のポリシーを尊重しますが、都道

府県と患者さんごとの個別対応が必要ですので、状況をご説明の上、安心安全な医療を提供していただくようご配慮
をお願いします」
がなされたところ。

○ そのため、今後、特定不妊治療を受けている夫婦が、治療の延期等を余儀なくされること
が想定。

１．背景

令 和 ２ 年 ４ 月 ９ 日
厚 生 労 働 省
子 ど も 家 庭 局

新型コロナウイルスの感染拡大に伴う不妊治療助成における対応
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以下の措置を時限的に実施
①本年、新型コロナウイルスの流行を理由として所得

急変が生じた場合
⇒１ヶ月※の収入、賞与等の推計をベースに

所得判定を行う
※令和２年2月以降申請月までのうちの任意の１ヶ月

②治療延期により５月末までに申請ができなかった場合
⇒時限的に今年度中は前々年所得による申請

も認める

２．対応

○ 不妊治療助成については、現行の要綱上、前年の夫婦所得（730万円未満）をベースに
助成の可否を判定しているところ（５月末までの申請については前々年所得）

○ これに対し、新型コロナウイルスの流行に伴い、以下の課題が生じている
1. 前年所得（730万円未満）では対象外であるが、本年の大幅な所得減により、助成に

よらない形での不妊治療の継続が困難
2. 治療の延期により、現行の要綱に基づく５月末までの前々年所得での申請ができず、

結果的に助成対象外（前年所得は730万円以上）

１．背景

新型コロナウイルスの流行下の不妊治療助成における
所得判定の見直し

令 和 ２ 年 ６ 月 ９ 日
厚 生 労 働 省
子 ど も 家 庭 局
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不妊に悩む方への特定治療支援事業の見直し【平成25年度】

見直し前
（～平成25年度）

見直し後 (*)

（平成26年度～(28年度から完全実施)）

助成対象費用 配偶者間の体外受精及び顕微授精に要する費用

助成額 １回15万円（採卵を伴わない場合は１回7.5万円）

所得制限額 730万円（夫婦合算の所得ベース）

対象年齢 制限なし ４３歳未満

通算助成回数 １０回 助成開始年齢が40歳未満の場合は６回
助成開始年齢が40歳以降の場合は３回

年間助成回数 ２回（初年度３回） 制限なし

通算助成期間 ５年 設定しない

(*) ・見直しは段階的に施行しており、見直し後の事業は平成28年度から完全に施行される。
・平成26・27年度は、「40歳未満の新規助成対象者」に限り、見直し後のルールを適用している。

(通算助成回数６回、年間助成回数・通算助成期間の制限なし)

(注1）不妊に悩む方への特定治療支援事業
・実施主体：都道府県、指定都市、中核市（全都道府県・指定都市・中核市において既に開始済み） ・補助率1/2 （負担割合：国1/2、都道府県・指定都市・中核市1/2）

(注2) 不妊に悩む方への特定治療支援事業等のあり方に関する検討会（座長：吉村泰典 慶応大学医学部教授） 平成25年５月２日より５回開催。
平成25年８月23日報告書とりまとめ

○ 不妊治療への助成について、年齢別の不妊治療による分娩割合や妊娠・出産に伴うリスク等の医学的知見

に基づき、有識者検討会の議論を踏まえ、治療による安全安心な出産に至る確率を高める観点から、助成対
象年齢を43歳未満とし、通算助成回数を最大６回までとする一方、年間助成回数の制限をなくした。
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【趣旨】

○ 近年、結婚年齢の上昇や晩産化等に伴い、特定不妊治療（体外受精・顕微授精）を受ける者の年齢の上昇が指摘さ
れている。

○ 特定不妊治療は高額であるため、患者の経済的負担の軽減を図ることを目的として、平成16年度以降、その費用の
一部を助成する「不妊に悩む方への特定治療支援事業」を実施。この事業による助成件数は年々増加。

○ こうした状況を踏まえ、年齢と出産率・出産リスクの関係についての普及啓発を推進するとともに、特定治療支援
事業をより安心・安全・適切に運用するため、当該事業等の今後のあり方について検討する。

不妊に悩む方への特定治療支援事業等のあり方に関する検討会

【委員：合計１４名】

・石原 理 （埼玉医科大学産科婦人科教授）
・今村 定臣 （日本医師会常任理事）
・小崎 里華 （国立成育医療研究センター器官病態系内科部遺伝診療科医⾧）
・齊藤 英和 （国立成育医療研究センター母性医療診療部不妊診療科医⾧）
・島崎 謙治 （政策研究大学院大学教授）
・鈴木 良子 （フィンレージの会スタッフ）
・鶴田 憲一 （静岡県理事（医療衛生担当））
・平山 史朗 （東京HARTクリニック臨床心理士、生殖心理カウンセラー、日本

生殖医療心理カウンセリング学会副理事⾧）
・松本 亜樹子 （NPO法人Fine理事⾧）
・見尾 保幸 （JISART理事⾧、ミオ・ファティリティ・クリニック院⾧）
・村上 貴美子 （蔵本ウイメンズクリニック看護師⾧、不妊症看護認定看護師）
・森 明子 （聖路加看護大学母性看護・助産学研究室教授、日本生殖看護学会理

事）
・柳田 薫 （国際医療福祉大学病院リプロダクションセンター教授）
◎吉村 泰典 （慶應義塾大学医学部産婦人科教授、日本生殖医学会教授）

【検討スケジュール】

○第１回（平成２５年５月２日（木））
・不妊治療をめぐる現状 など

○第２回（平成２５年５月２７日（月））
・特定治療支援事業等のあり方について検討

○第３回（平成２５年６月２８日（金））
・特定治療支援事業等のあり方について検討

○第４回（平成２５年７月２９日（月））
・特定治療支援事業等のあり方について検討

○第５回（平成２５年８月１９日（月））
・特定治療支援事業等のあり方について検討

○報告書とりまとめ（平成２５年８月２３日（金））
・「不妊に悩む方への特定治療支援事業等のあり方に関する検
討会」報告書

* このほか、議論のたたき台を作成するワーキンググループ
（作業チーム）（非公開）を４回開催。メンバーは石原委員、
齊藤委員、森委員、柳田委員。

１．妊娠や不妊等に関する知識の普及啓発、相談・支援の充実
２．特定治療支援事業の助成対象範囲や給付水準
３．実施医療機関の人員要件や安全管理体制、実施医療機関の情報の取扱い等

論点
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不妊治療の実施医療機関の指定について

 医療機関の指定等にあっては、都道府県等の長は、指定基準を定め、これに基づき、特定不妊治療を実施する医療機関として適当と認められるものを指定する。
なお、医療機関の指定基準を定めるに当たっては、厚生労働省の実施要綱の指定要件に関する指針を踏まえ、日本産婦人科学会が定めた会告等を参考にする。

厚生労働省 日本産婦人科学会

（実施要綱） （会告）
通知等 不妊に悩む方への特定治療支援事業の実施医療機関における設備・ 生殖補助医療実施医療機関の登録と報告に関する見解

人員等の指定要件に関する指針

１．生殖補助医療の実施登録施設の義務

①日本産婦人科学会に登録
②学会が示す施設、設備、要員に関する基準を満たす

義 務 ③実施した症例の報告
④マニュアルの整備、症例の保存・管理
⑤安全に支障を来した際には、問題を正確に学会に報告

２．施設・設備

設置 設置

①診察室・処置室（併用可）
②採卵室・胚移植室（手術室仕様） ③培養室・凍結保存設備 ①採卵室・胚移植室（手術室仕様） ②培養室・凍結保存設備

施設・設備
設置が望ましい 設置が望ましい

①採精室 ②カウンセリングルーム ③ 検査室 ①採精室 ②カウンセリングルーム ③ 検査室

３．人員配置

実施責任者（１名） 配置 配置

実施医師（１名以上） 配置（実施責任者と同一人でも可） 配置（実施責任者と同一人でも可）

看護師（１名以上） 配置（全業務のうち半分程度以上不妊治療に従事している者） 配置（不妊治療等の知識、技術を習得した者）

胚を取り扱える技術者 配置（医師あるいは、いわゆる胚培養士） 配置（医師あるいは、いわゆる胚培養士）

泌尿器科医師 配置が望ましい 連携が望ましい要員

コーディネーター 配置が望ましい 連携が望ましい要員

カウンセラー 配置が望ましい 連携が望ましい要員

４．委員会

倫理委員会 設置が望ましい 設置

安全管理委員会 設置 設置 34

不妊に悩む方への特定治療支援事業の沿革

助成件数 (伸び率) 助成額 所得制限額 対象年齢 通算助成回数 年間助成回数 通算助成期間

平成16年度
（創設） 17,657( － ) 1年度当たり10万円を限度 650万円 − − − ２年

平成17年度 25,987(1.47) 〃 〃 − − − 〃

平成18年度 31,048(1.19) 〃 〃 − − − ５年

平成19年度 60,536(1.95) １年度当たり１回10万円まで ７３０万円 − − ２回 〃

平成20年度 72,029(1.19) 〃 〃 − − 〃 〃

平成21年度 84,395(1.17) １年度当たり１回15万円まで 〃 − − 〃 〃

平成22年度 96,458(1.14) 〃 〃 − − 〃 〃

平成23年度 112,642(1.17) 〃 〃 − １０回 １年目を年３回
２年目以降年２回 〃

平成24年度 134,943(1.20) 〃 〃 − 〃 〃 〃

平成25年度 148,659(1.10)

１年度当たり１回１５万円まで
採卵を伴わない場合１回７．５万円

まで
〃 − 〃 〃 〃

平成26年度
(*1) 152,320(1.02) 〃 〃 − 〃 〃 〃

平成27年度 160,733(1.05)

〃

〃 − 〃 〃 〃（補正予算）初回助成額：30万円ま
で

男性不妊治療実施：15万円上乗せ

平成28年度 141,890(0.88)
〃

（27年度補正予算による拡充を継
続）

〃 ４３歳未満 ６回 なし なし

(*1) 平成26年度からは、40歳未満の新規助成対象者に限り、通算助成回数６回、年間助成回数・通算助成期間の制限なし
(*2) 平成28年度からは、助成開始年齢が40歳以降の場合の通算助成回数は３回。

平成29年度 -
〃

（27年度補正予算による拡充を継
続）

〃 〃 〃 〃 〃
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令和2年度 厚生労働省
母子保健指導者養成研修
研修１．不妊・不育相談支援研修

○妊娠・出産に係る意思決定（子どもを産むのか産まないのか、いつ産むのか等）は、当事者である男女が自らの意思で行う事柄。
○男女が希望する妊娠・出産に資するよう、国が、医学的な情報を整理し、国民に正確に幅広く提供することが重要。
○不妊治療は、身体的・精神的な負担が大きいこと等も踏まえた支援も必要。
○関連する医学的知見を踏まえ、より安心・安全な妊娠・出産に資する実施医療機関の指定要件や助成対象範囲のあり方について、その考え方ととも

に、国民に丁寧に説明することが重要。

不妊に悩む方への特定治療支援事業等のあり方に関する検討会 報告書（概要）

妊娠や不妊に関する知識の普及啓発、相談支援

・ 関係学会や地方自治体、関係省庁等と連携し、様々な方策により国民がわかりやすい形で普及啓発を図ることが適当。
・ 不妊専門相談センター等における講演会等の開催や、職場での適切な知識の普及や理解の促進、学校教育の充実も重要。
・ より専門的な相談ニーズの高まり（治療がうまくいかない場合の心の相談等）などを踏まえた改善、相談しやすい環境づくりが重要。

《不妊治療支援の基本的な考え方》

特定治療支援事業の在り方

①医療機関の指定要件（主な変更事
項）

【医師、看護師】
・採卵件数等が多い施設は、専門資格
を有する者の配置が望ましい。

【医療安全管理体制】
・安全確保の観点から、胚等を扱う場
合のダブルチェックを義務化。

③医療機関に関する情報公開

・「医療機関ホームページガイド
ライン」に沿って、自主的な取
組が行われることが望ましい。

・治療を受ける方が、自ら基礎的
な知識を身につけることも重要。

・治療希望者等が容易に医療機関
情報を把握できる方策を、引き
続き、厚生労働省で検討すべき。

②特定治療支援事業の対象範囲
（基本的考え方）
○妊娠・出産に伴うリスクが相対的に少ない年齢、治療によ

り出産に至る確率がより高い年齢に、必要な治療を受けられ
るようにすることが重要。

○⾧期間の治療による身体面・精神面への負担にも配慮が必
要。

（基本的考え方）
○治療の質を高める観点から、要件の厳格

化が必要。一方、治療を受ける方の利便
性へ配慮が必要。

※治療成績等、医学的・統計学的知識
がなければ正確な理解が難しい情報
は、関係学会等の取組を注視し慎重
に検討

※利用する方等に混乱を招かないよう、適切な移行措置を講ずることが
必要。

※専門資格者の配置については、直ちに義務
化が困難なものも、今後の育成・確保の状
況等を踏まえ、将来的に配置の義務化も検
討。

○希望する妊娠・出産の実現のためには、まず妊娠等に関する正確な知識を持つことが第一歩であり、男性も含め、こうした知識を広く普及・啓発すること
が必要。

○不妊治療を受ける方の増加に伴い、相談支援の重要性は高まっている。一方、インターネット環境の変化、民間支援団体の増加等により、支援ニーズは変
化。

見直し案 （現行）

対象年齢 43歳未満 制限なし

通算回数 ６回（40歳以降で開始した場合３回） 10回

年間回数 制限なし ２回(初年度３回)

通算期間 制限なし ５年
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不 育 症
１．定義
２回以上の流産、死産、あるいは早期新生児死亡の既往がある場合をいう

・反復流産：２回以上の流産の繰り返し、習慣流産：３回以上の流産の繰り返し

２．頻度
年間３万人が発症

３．リスク因子別治療法
①子宮形態異常（７．８％） → 手術療法又は経過観察
②甲状腺異常（６．８％） → 薬物療法
③染色体異常（４．６％） → 経過観察
④抗リン脂質抗体症候群（１０．２％） → 学会ガイドラインでは、低用量アスピリンとヘパリ
ン製剤の

併用で改善が期待できるとしている
⑤第XII因子欠乏（７．２％）
⑥Protein S欠乏（７．４％） →
⑦Protein C欠乏（０．２％）
⑧原因不明（６５．３％） → 経過観察

（うち抗ＰＥ抗体陽性２２．６％）

※ 出典：厚生労働科学研究「不育症に関する再評価と新たなる治療法の開発に関する研究」
（研究代表者：齋藤滋富山大学大学院教授）

低用量アスピリン単独又はヘパリン製剤の併用の効果は
十分確認されていない

原因不明例の大半は胎児染色体異常を繰り
返した偶発的流産

原因不明例の大半は胎児染色体異常を繰り
返した偶発的流産
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「不育症」に対する支援
○流産は、妊娠の約１０～２０％に起こるが、その大半は胎児の染色体異常による偶発的流産とされている。
○２回以上の流産、死産を繰り返す、いわゆる「不育症」については、夫婦の染色体異常や凝固異常などのリスク因子

が認められることがあるが、中には、偶然、流産等を繰り返しただけで異常がない場合もあり、また、原因が分から
ない場合も少なくない。

○そのため、不育症に悩む方に対して、正確な情報を提供するとともに、流産や死産を繰り返す苦しみ等に対する心理
的な相談や不育症に関する医学的な相談等を行っていくことが必要である。

不育症相談窓口（不妊専門相談センター内に設置）平成２４年度創設

○ 対象者： 習慣流産等（いわゆる不育症）で悩む者を対象

○ 事業内容： 不育症に関する相談対応、不育症治療に関する普及啓発及び研修、その他不育症相談に必要な事項

○ 実施担当者： 不育症支援に関する専門的知識を有する医師、その他保健、心理に関して知識を有する者等

○ 実施場所： 医療機関、保健所等において実施（実施主体：都道府県・指定都市・中核市）

全国７３ヵ所（令和元年７月１日時点） ※自治体単独も含む ４６都道府県、札幌市、仙台市、さいたま市、千葉市、横浜市、川崎市、相模原市、名古屋市、京都市、堺市
、北九州市、福岡市、旭川市、八戸市、郡山市、福島市、川口市、川越市、越谷市、横須賀市、長野市、豊田市、豊橋市、明石市、和歌山市、下関市、鹿児島市

（参考１）不育症相談対応マニュアルの作成
・不育症の多くは、胎児の染色体異常による偶発的流産であり、相談対応が重要とされていることから、平成２３年度厚生労
働科学研究において、「反復・習慣流産（いわゆる「不育症」）の相談対応マニュアル」を作成し自治体に配布。

（参考２）ヘパリンカルシウム製剤の在宅自己注射の保険適用について
・流産の原因となる血栓症や塞栓症に対する治療及び予防のために行う在宅自己注射に用いるヘパリンカルシウム製剤は、平
成２３年１２月２８日厚生労働省告示４８３号により平成２４年１月１日から保険適用とされた。

・関係学会より、「ヘパリン在宅自己注射療法の適応と指針」を公表
（http://www.jsognh.jp/common/files/society/demanding_paper_07.pdf）
（参考３）不育症に関する研究等
・「抗リン脂質抗体症候群合併妊娠の治療及び予後に関する研究」（平成25～27年度、研究代表者：国立成育医療研究センター村島温
子）･･･現状と課題に関する最新の情報収集や研究・検討を行い、抗リン脂質抗体症候群の妊娠管理の手引を作成。

・成育疾患克服等総合研究事業において、「不育症の原因解明、予防、治療に関する研究」（平成28～30年度、研究代表者：富山大学
斎藤滋）、「不育症、産科異常に関わるネオ・セルフ抗体の研究開発」（平成31～令和３年度、研究代表者：神戸大学 山田秀人）を
実施。

・平成27年度から、全国の不妊専門相談センターの相談員等による適切な相談指導が行われるよう、厚生労働省主催で「不妊・不育相談
支援研修」を実施。
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不妊専門相談センター事業

○ 対象者 ・・・ 不妊や不育症について悩む夫婦等

○ 事業内容

（１）夫婦の健康状況に的確に応じた不妊に関する相談指導

（２）不妊治療と仕事の両立に関する相談対応

（３）不妊治療に関する情報提供

（４）不妊相談を行う専門相談員の研修

○ 実施担当者 ・・・ 不妊治療に関する専門的知識を有する医師、その他社会福祉、心理に関して知識を有する者等

○ 実施場所 （実施主体：都道府県・指定都市・中核市）

全国７６か所（令和元年7月1日時点） ※自治体単独（3か所）含む

主に大学・大学病院・公立病院２２か所、保健所２５か所において実施。

「ニッポン一億総活躍プラン」（平成28年6月2日閣議決定）不妊専門相談センターを平成 31 年度（2019 年度）までに全都道府県・指定都市・中核市に配置

○ 予算額等

令和２年度予算 １０４百万円

（令和２年度基準額474,500円×実施月数）（補助率 国1/2、都道府県・指定都市・中核市1/2）

○ 相談実績

平成２９年度：２４，８３０件 （内訳：電話１１,３３５件、面接８,７２０件、メール１,０９８件、その他３,６７７件）
（電話相談） 医師 １３％、助産師 ４３％、保健師２８％、その他（心理職など）１８％

（面接相談） 医師 ３６％、助産師 ２８％、保健師１６％、その他（心理職など）２０％

（メール相談）医師 ２３％、助産師 ４０％、保健師２０％、その他（心理職など）１８％

（相談内容） ・費用や助成制度に関すること（１２，８５２件） ・不妊症の検査・治療（４，９４５件） ・不妊の原因（ １，８６３件）

・不妊治療を実施している医療機関の情報（１，４７６件） ・家族に関すること（１，３０１件） ・不育症に関すること（１，０６１件）

・主治医や医療機関に対する不満（６１１件） ・世間の偏見や無理解による不満（４４６件） ・ 不妊治療と仕事の両立について（３１８件）

○ 事業の目的
不妊や不育症の課題に対応するための適切な体制を構築することにより、生涯を通じた女性の健康の保持増進を図ることを
目的とする。
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不妊専門相談センターの実施状況 (令和元年７月１日時点：母子保健課調べ)

都 道 府県
不妊専門相談

センター
不 育 症
相 談

都道 府県
不妊専門相談

センター
不 育 症
相 談

中 核 市
不妊専門相談

センター
不 育 症
相 談

中 核 市
不妊専門相談

センター
不 育 症
相 談

001 北 海 道 ○ ○ 038 愛 媛 県 ○ × 068 旭 川 市 ×  ○（※） 105 西 宮 市  ○（※） ×

002 青 森 県 ○ ○ 039 高 知 県 ○  ○（※） 069 函 館 市 × × 106 尼 崎 市 × ×

003 岩 手 県 ○ ○ 040 福 岡 県 ○ ○ 070 青 森 市 ○ × 107 明 石 市 ○ ○

004 宮 城 県 ○ ○ 041 佐 賀 県 ○ ○ 071 八 戸 市 ○ ○ 108 奈 良 市 × ×

005 秋 田 県 ○ ○ 042 長 崎 県 ○ ○ 072 盛 岡 市 × × 109 和 歌山市  ○（※）  ○（※）

006 山 形 県 ○ ○ 043 熊 本 県 ○ ○ 073 秋 田 市 × × 110 鳥 取 市 × ×

007 福 島 県 ○ ○ 044 大 分 県 ○ ○ 074 山 形 市 × × 111 松 江 市 × ×

008 茨 城 県 ○ ○ 045 宮 崎 県 ○ ○ 075 郡 山 市 ○  ○（※） 112 倉 敷 市 × ×

009 栃 木 県 ○ ○ 046 鹿児 島県 ○ ○ 076 いわき 市 × × 113 福 山 市 × ×

010 群 馬 県 ○ ○ 047 沖 縄 県 ○ ○ 077 福 島 市 ×  ○（※） 114 呉 市 × ×

011 埼 玉 県 ○ ○ 47 46 078 宇都宮 市 × × 115 下 関 市 ○ ○

012 千 葉 県 ○ ○ 079 前 橋 市 × × 116 高 松 市 × ×

013 東 京 都 ○ ○ 指定 都市
不妊専門相談

センター
不 育 症
相 談

080 高 崎 市 × × 117 松 山 市 × ×

014 神 奈 川県 ○ ○ 048 札 幌 市 ○ ○ 081 川 越 市 ○ ○ 118 高 知 市 × ×

015 新 潟 県 ○ ○ 049 仙 台 市 ○ ○ 082 川 口 市 ○ ○ 119 久 留米市 × ×

016 富 山 県 ○ ○ 050 さいたま市 ○ ○ 083 越 谷 市 ○ ○ 120 長 崎 市 × ×

017 石 川 県 ○ ○ 051 千 葉 市 ○ ○ 084 船 橋 市 × × 121 佐 世保市 × ×

018 福 井 県  ○（※）  ○（※） 052 横 浜 市 ○ ○ 085 柏 市 × × 122 大 分 市 × ×

019 山 梨 県 ○ ○ 053 川 崎 市 ○ ○ 086 八王子 市 × × 123 宮 崎 市 × ×

020 長 野 県 ○ ○ 054 相模 原市 ○ ○ 087 横須賀 市 ○ ○ 124 鹿 児島市 ○ ○

021 岐 阜 県 ○ ○ 055 新 潟 市 × × 088 富 山 市 × × 125 那 覇 市 × ×

022 静 岡 県 ○ ○ 056 静 岡 市 × × 089 金 沢 市 × ×

023 愛 知 県 ○ ○ 057 浜 松 市 ○ × 090 福 井 市 × × 16 15

024 三 重 県 ○ ○ 058 名古 屋市 ○ ○ 091 甲 府 市 × ×

025 滋 賀 県 ○ ○ 059 京 都 市 ○ ○ 092 長 野 市 ○ ○
不妊専門相談

センター
不 育 症
相 談

026 京 都 府 ○ ○ 060 大 阪 市 × × 093 岐 阜 市 × × 76 73

027 大 阪 府 ○ ○ 061 堺 市 ○ ○ 094 豊 田 市 ○ ○

028 兵 庫 県 ○ ○ 062 神 戸 市 × × 095 豊 橋 市 ○ ○ 3 6

029 奈 良 県 ○ ○ 063 岡 山 市 × × 096 岡 崎 市 ○ × （※）は自治体単独実施

030 和 歌 山県 ○ ○ 064 広 島 市 × × 097 大 津 市 × ×

031 鳥 取 県 ○ ○ 065 北九 州市 ○ ○ 098 高 槻 市 × ×

032 島 根 県 ○ ○ 066 福 岡 市 ○ ○ 099 東大阪 市 × ×

033 岡 山 県 ○ ○ 067 熊 本 市 × × 100 豊 中 市 × ×

034 広 島 県 ○ ○ 13 12 101 枚 方 市 × ×

035 山 口 県 ○ ○ 102 八 尾 市 × ×

036 徳 島 県 ○ ○ 103 寝屋川 市 × ×

037 香 川 県 ○ ○ 104 姫 路 市 × ×

小計

小計

小計

合計

うち自治体単独数(※)
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不育症にかかる研究の概要

21

期
間 H20～H22 H23～H25 H25～H27 H28～H30 H31(R1)～

R3
種
類 厚生労働科学研究費補助金 日本医療研究開発機構研究

研
究
課
題

不育症治療に関す
る再評価と新たな
る治療法の開発に
関する研究

不育症における抗
リン脂質抗体標準

化
に関する研究

抗リン脂質抗体症
候群合併妊娠の治
療及び予後に関す

る研究

不育症の原因解明、
予防治療に関する

研究

不育症、産科異常
に関わるネオ・セ
ルフ抗体の研究開

発

研
究
代
表
者

齋藤 滋
（富山大学）

北折 珠央
（名古屋市立大学）

村島 温子
（国立成育医療研究

センター）

齋藤 滋
（富山大学）

山田 秀人
(神戸大学)

成
果

○不育症の実態、
病因、治療成績の
解明。

○不育症に関する
情報をホームペー
ジで情報発信。

○産婦人科診療所
における不育症管
理に関する提言の
作成。

○11種類の測定可
能な検査法※の有
用性の検証。

※
・ループスアンチコ
アグラント-リン脂質
中和法
・フォスファチジル
セリン プロトロ
ンビンIgG など

○不育症のリスク
評価や診断法の検
討。

○診療の手引きの
作成。

○不育症のリスク
因子頻度の明確化。

○不育症のうち、
未だ原因不明とさ
れている病態の一
部解明。

現在研究実施中

○不育症、産科異
常に関わるネオ・
セルフ抗体の研究。
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詳細は、下記サイト「不妊症及び不育症における相談支援体制の現状及び充実に向けた調査研究事業報告書」を参照ください

https://cancerscan.jp/wp-content/uploads/2019/04/9e78edc7f8deb4e0261bb9fc708e94ed.pdf

不妊症及び不育症における相談支援体制の現状及び充実に向けた調査研究
（平成30年度子ども・子育て支援推進調査研究事業 実施事業者:株式会社キャンサースキャン）

不妊専門相談センターの自治体担当者向け手引き

【目的】不妊症及び不育症における相談支援体制の充実・普及に資すること

不妊専門相談センターの普及啓発リーフレット

・不妊で悩んだ経験のある
30～45才の女性対象の
ニーズ調査結果

・不妊専門相談センターの
実態調査結果
（自治体の好事例紹介）

・不妊専門相談センターの
普及啓発
（啓発リーフレット紹介）

96ページ
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令和元年度作成
（次ページパンフレット含）
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